
◎農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する

法律 
（平成一八年六月二一日法律第八八号）   

一、提案理由（平成一八年三月二三日・衆議院農林水産委員会） 

○中川国務大臣 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案

につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 近年の我が国農業をめぐる情勢を見ますと、農業従事者の減少、高齢化による農業の

生産構造の脆弱化が進む中、その構造改革を加速化するとともに、ＷＴＯにおける国際

規律の強化にも対応し得る施策への転換を図ることが喫緊の課題となっております。 

 政府といたしましては、このような課題に対処し、国民に対する食料の安定供給の確

保に資するよう、これまですべての農業者を対象に品目ごとに講じてきた施策を見直し、

認定農業者等の担い手の経営全体に着目してその安定を図るために必要な交付金を交付

する措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、交付金の交付対象となる農産物及び農業者の範囲であります。 

 対象農産物として、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するバレイショ

のように、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要であって、相互の組み合わせに

よる生産が広く行われている農産物を定めるとともに、対象農業者として、認定農業者

または特定農業団体その他の一定の要件を満たす農作業受託組織、すなわち一定の要件

を満たすいわゆる集落営農であって、その耕作の業務の規模が一定の基準に適合する等

の要件を満たすものを定めることとしております。 

 第二に、我が国の農業における生産条件に関する不利を補正するための交付金であり

ます。 

 我が国の地理的条件が悪いこと等に起因する諸外国との生産条件の格差から生ずる不

利を補正するため、対象農産物のうち、その生産費が販売価格を上回るものについて、

両者の差額に応じた交付金を交付することとしております。 

 第三に、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金であります。 

 豊凶変動等による対象農産物に係る収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するた

め、みずから一定の積み立てを行っていることを要件として、収入減の一部を補てんす

る交付金を交付することとしております。 

 第四に、交付金の交付業務の適正な執行の確保についてであります。 

 交付金の交付業務の適正な執行を確保するため、不正の手段で交付金の交付を受けた

者に対し交付金の返還を命ずるとともに、必要な場合にはその徴収ができることとして

おります。 

 なお、これらの措置を講ずることに伴い、大豆交付金暫定措置法を廃止することとし

ております。 



……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（平成一八年五月一八日） 

○稲葉大和君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、内閣提出の三法律案について申し上げます。 

 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案は、これまです

べての農業者を対象に品目ごとに講じてきた価格政策を見直し、認定農業者等の担い手

の経営全体に着目してその安定を図るために必要な交付金を交付する施策に転換しよう

とするものであります。 

……………（略）…………… 

 四法律案は、去る三月十七日本委員会に付託され、同月二十三日中川農林水産大臣並

びに提出者山田正彦君からそれぞれ提案理由の説明を受け、四法律案を一括議題とし、

四月五日から質疑に入り、慎重かつ熱心に審査を重ねてまいりました。 

 昨十七日質疑を終局し、討論を行い、採決いたしました結果、山田正彦君外四名提出

の食料の国内生産及び安全性の確保等のための農政等の改革に関する基本法案は賛成少

数をもって否決され、内閣提出の三法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院農林水産委員長報告（平成一八年六月一四日） 

○岩城光英君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査

の経過と結果を御報告いたします。 

 まず、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案は、これ

まですべての農業者を対象に講じてきた品目別の施策を見直し、米、麦等を生産する一

定の要件を満たす担い手に対し、その経営全体に着目した交付金を交付するいわゆる品

目横断的経営安定対策を導入しようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、法案の審査に先立ち、福島県において集落営農等に関する現

地調査を実施いたしました。 

 法案の審査は、三案を一括議題とし、農業現場への品目横断的経営安定対策の周知の

状況、担い手の経営規模要件の在り方、兼業、小規模農家への国の対応策、集落営農の

組織化に当たっての課題とその解決策、過去の生産実績に基づく支払が農地の流動化や

耕地利用率の向上に及ぼす影響、収入変動影響緩和対策、いわゆるナラシ対策の実効性、

国内産サトウキビ、でん粉用カンショ及び麦の販路の確保、農地・水・環境保全向上対

策と中山間地域等直接支払制度との整合性等について質疑が行われました。 



 また、旭川市において、地方公聴会と大規模水稲農家等に対する現地調査を実施した

ほか、八名の参考人から意見の聴取を行いましたが、これらの詳細は会議録によって御

承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して松下委員より

三法律案に反対、自由民主党及び公明党を代表して岸委員より三法律案に賛成、日本共

産党を代表して紙委員より三法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、三法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


